
屋外広告物の許可申請手続きについて（交野市） 

 

 

・申請書及び添付書類は、交野市役所都市まちづくり課へ 

２部提出してください。（郵送可） 

※申請書は、窓口での受け取りのほか、ホームページからも

ダウンロードできます。 

※新規の場合、事前にご相談ください。 

 

・提出された申請書類をもとに、許可の可否について審査を

行います。審査の結果、掲出・設置を許可する場合は、許

可通知及び手数料支払いのご連絡をいたします。 

 

 

 

・許可手数料を納付ください。 

※郵送での手数料納付はお受けできません。 

 

 

・許可手数料納付後、許可書を発行します。 

 

 

 

・新規申請の場合の広告物設置や変更申請の場合の意匠変更

等は必ず許可を受けた後に行ってください。また、新規申

請の場合は、設置完了後速やかに、「しゅん工届出書」を提

出してください。 

 

 

・継続許可申請の場合は、前回の許可期間終了日の 

１か月前までに案内（申請書）を送付します。 

・撤去される場合は、「撤去届出書の提出」をお願い

しています。 
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※その他、詳細についてはお問合わせください 

都市まちづくり課 TEL：072-892-0121 


